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社会福祉法人むつ市社会福祉協議会常勤役員の給与等に関する規程

平成１５年４月１日

規程第５号

（目的）

第１条 この規程は、社会福祉法人むつ市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の常勤

役員（以下「常勤役員」という。）の就業及び給与等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（就業）

第２条 常勤役員の就業に関する事項については、社会福祉法人むつ市社会福祉協議会事

務局職員就業規則（平成２１年むつ市社会福祉協議会規則第２号）第３章、第４章、第

５章及び第７章に定める各該当規定を準用する。

（報酬等）

第３条 常勤役員には、報酬、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当（以下この条において

「報酬等」という。）を支給する。

２ 報酬は、月額２５万円とする。

３ 報酬等の支給日及び支給方法については、社会福祉法人むつ市社会福祉協議会事務局

職員給与規程（昭和５３年むつ市社会福祉協議会規程第２号。以下この条において「給

与規程」という。）第１８条及び第１９条の規定を準用する。

４ 期末手当、寒冷地手当及び通勤手当については、給与規程第８条、第１０条及び第

１２条の規定を準用する。

（常勤役員が事務局長等の職を兼務する場合の特例）

第４条 常勤役員が本会の事務局長等の職を兼務し、かつ、事務局長等の職に相当する給

与を受けている場合においては、前条の規定を適用しない。

２ 常勤役員が本会の事務局長等の職を兼務し、かつ、事務局長等の職に相当する給与を

受けている場合においては、社会福祉法人むつ市社会福祉協議会役員等費用弁償に関す

る規程（平成２２年むつ市社会福祉協議会規程第１号）に定める費用弁償を支給しない。

（委任）

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、社会福祉法人むつ市社会福祉協議

会会長が定める。

附 則

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年３月２７日一部改正規程第４号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年５月２２日一部改正規程第９号）
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この規程は、平成２０年６月１日から施行する。

附 則（平成２４年６月２８日一部改正規程第１３号）

この規程は、公表の日から施行する。

附 則（平成２７年１月２２日一部改正規程第１号）

この規程は、平成２７年１月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月２９日一部改正規程第２号）

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年３月２２日一部改正規程第３号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和５年３月２日一部改正規程第２号）

この規程は、令和５年４月１日から施行する。


